
２－２ 所得階級別人員

� 所得者別人員

階 級 区 分

合 計 所 得
譲 渡 所 得

を有する者

山 林 所 得

を有する者営業等所得者 農業所得者 その他所得者 計
うち短期譲渡

所得を有する者

人 人 人 人 人 人 人

７０万円以下 ９，０６２ ３２６ １２，１８４ ２１，５７２ ３，３０３ ８６９ ７９

１００ 〃 １４，７９０ ５８１ １８，３０５ ３３，６７６ １，２２６ １７２ ３７

１５０ 〃 ３０，７６９ ２，０６３ ６３，７６６ ９６，５９８ １，６０７ １６９ ２６

２００ 〃 ３４，６８７ ３，０１０ ７６，１２６ １１３，８２３ １，８３５ １２９ ２５

２５０ 〃 ３４，４１５ ３，５１５ ７７，４７４ １１５，４０４ １，３２９ ６９ ２１

３００ 〃 ３０，１３３ ３，５７０ ６１，１３０ ９４，８３３ １，２３５ ４８ ８

４００ 〃 ４２，２４０ ５，８２６ ８７，５８７ １３５，６５３ ２，２３４ ６１ １８

５００ 〃 ２２，２７６ ３，９８２ ６１，８６２ ８８，１２０ １，７５１ ５７ １０

６００ 〃 １１，１９２ ２，２９４ ４６，４０１ ５９，８８７ １，５０３ ３５ ６

７００ 〃 ６，０３３ １，２０４ ３７，６６０ ４４，８９７ １，３７２ ３９ ４

８００ 〃 ３，５２６ ６７２ ２８，５６９ ３２，７６７ １，１８０ ２８ １

１，０００ 〃 ３，５７５ ５５６ ３６，７４２ ４０，８７３ ２，１０６ ２９ ５

１，２００ 〃 １，７４６ １７４ ２２，１５３ ２４，０７３ １，５１３ ２３ －

１，５００ 〃 １，７７６ １０９ ２０，４２７ ２２，３１２ １，８０５ ２０ １

２，０００ 〃 １，９４３ ６３ １７，５４２ １９，５４８ １，８８５ ２０ ３

３，０００ 〃 １，６５５ １８ １２，６２１ １４，２９４ １，９７１ ２２ １

５，０００ 〃 １，１４０ ４ ６，８８５ ８，０２９ １，４５５ １３ １

５，０００万 円 超 ６１５ － ３，４４２ ４，０５７ １，０７６ １３ １

※外 ３，３８７ ※外 ２

合 計 ※ ２５１，５７３ ※ ２７，９６７ ※ ６９０，８７６ ※ ９７０，４１６ ※ ３０，３８６ １，８１６ ※ ２４７

調査対象等：平成１５年分の申告所得税について、平成１６年３月３１日現在で申告納税額がある者の人員を合計所得金額階級別に示した。
用語の説明：合計所得とは、損益通算後純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、分離譲渡所得金額、

退職所得金額、株式等に係る譲渡所得の金額及び山林所得金額の合計額をいう。
（注）「譲渡所得」及び「山林所得」欄の人員は、「合計所得」欄に掲げた者のうち、譲渡所得又は山林所得を有する者について、その譲渡所

得又は山林所得だけについて所得金額を階級区分して再掲した。
なお、外書は、譲渡所得又は山林所得が損失である者を掲げた。

２ 申告所得税

４１




